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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　糸を加熱する糸加熱ローラを収容する保温箱であって、
　保温箱を構成する複数の箱壁部が、それぞれ、断熱板と、この断熱板の一方の面に積層
された金属製の補強板と、前記断熱材の他方の面に積層された樹脂製の断熱補強板とを有
し、
　前記複数の箱壁部は扉部を含み、
　前記扉部以外の前記箱壁部においては、前記補強板は、前記断熱板の、保温箱の内側を
向く内面に積層され、
　前記扉部においては、前記補強板は、前記断熱板の、保温箱の外側を向く外面に積層さ
れていることを特徴とする糸加熱ローラの保温箱。
【請求項２】
　前記扉部の前記補強板の外面に、断熱層が積層されていることを特徴とする請求項１に
記載の糸加熱ローラの保温箱。
【請求項３】
　前記断熱板は、発泡樹脂からなることを特徴とする請求項１又は２に記載の糸加熱ロー
ラの保温箱。
【請求項４】
　前記補強板の縁部に、この縁部から前記補強板と直交する方向に延びる金属製の側板が
設けられていることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の糸加熱ローラの保温箱。
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【請求項５】
　前記補強板と前記側板とが一体成形されていることを特徴とする請求項４に記載の糸加
熱ローラの保温箱。
【請求項６】
　前記側板は、前記補強板から、前記断熱板の積層側に延びていることを特徴とする請求
項４又は５に記載の糸加熱ローラの保温箱。
【請求項７】
　前記補強板の縁部の、少なくとも、前記補強板の面方向に平行な方向において互いに反
対側に位置する２つの部分に、前記側板が設けられ、
　前記断熱板は、前記側板に挟まれた空間に収納されて、前記補強板に積層されているこ
とを特徴とする請求項６に記載の糸加熱ローラの保温箱。
【請求項８】
　前記補強板の前記縁部の全周にわたって、前記側板が連続して設けられて、前記補強板
と前記側板により金属箱体が形成され、
　前記断熱板は、前記金属箱体内の空間に収納されて、前記補強板に積層されていること
を特徴とする請求項７に記載の糸加熱ローラの保温箱。
【請求項９】
　請求項１～８の何れかに記載の、糸加熱ローラの保温箱の製造方法であって、
　複数の補強板を接合する組立工程と、
　前記複数の補強板に断熱板をそれぞれ積層させて、保温箱を構成する複数の箱壁部をそ
れぞれ形成する箱壁部形成工程と、
　を備えていることを特徴とする糸加熱ローラの保温箱の製造方法。
【請求項１０】
　前記補強板と直交する方向に延びる側板を、前記補強板の縁部の全周にわたって連続的
に設けて、前記補強板と前記側板からなる金属箱体を形成する、金属箱体形成工程をさら
に備え、
　前記組立工程において、複数の前記金属箱体を接合することを特徴とする請求項９に記
載の糸加熱ローラの保温箱の製造方法。
【請求項１１】
　前記箱壁部形成工程において、
　前記断熱板を、前記金属箱体内の空間内に収納して前記補強板に積層することを特徴と
する請求項１０に記載の糸加熱ローラの保温箱の製造方法。                          
                                           
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、糸加熱ローラの保温箱、及び、その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、紡糸装置から紡出された複数の糸を、加熱して延伸する装置が開示さ
れている。この装置は、糸を延伸するための２つのローラユニットを有する。各ローラユ
ニットは、加熱ローラ（ゴデットローラ）とセパレートローラを有する。各ローラユニッ
トにおいて、糸は加熱ローラとセパレートローラとの間で複数回巻回され、その間の加熱
ローラとの接触によって糸は所定温度まで加熱される。また、糸走行方向下流側に位置す
るローラユニットの加熱ローラは、上流側に位置するローラユニットの加熱ローラよりも
回転速度（糸送り速度）が速くなっている。これにより、上流側のローラユニットで予熱
された糸が、２つのローラユニットの間の速度差によって延伸される。
【０００３】
　ところで、上記特許文献１において、加熱ローラを含むローラユニットは、保温箱に収
容されている。保温箱の具体的な構成については、特許文献１には特に記載がないが、例
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えば、以下のような構成の保温箱が知られている。図８は、従来の保温箱の斜視図である
。図８に示す保温箱１００は、それぞれステンレス鋼等の金属板で形成された、箱体１０
１と枠体１０１ｃとを有する。また、箱体１０１の内壁１０１ａと外壁１０１ｂとの間に
は、ロックウール等の不定形の断熱材１０３が充填されている。
【０００４】
　上記の保温箱１００は、以下のようにして作製する。まず、箱体１０１の内壁１０１ａ
と外壁１０１ｂとを、複数枚の金属板を溶接にて互いに接合することによって組み立てる
。また、内壁１０１ａと外壁１０１ｂとの間には、複数の補強リブを設ける。次に、箱体
１０１の内壁１０１ａと外壁１０１ｂとの間に、ロックウール等の断熱材１０３を充填す
る。その後、箱体１０１に枠体１０１ｃを溶接にて取り付けて、内壁１０１ａと外壁１０
１ｂとの間の、断熱材１０３が充填された隙間を塞ぐ。尚、図８には図示が省略されてい
るが、この保温箱１００には、前面を覆う扉が開閉自在に取り付けられる。この扉も、箱
体１０１と同様、全周が金属板で囲われ、その内部にはロックウール等の、不定形の断熱
材が充填された保温構造となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２１４９１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図８に示す従来の保温箱では、次のような問題が存在する。まず、大きな金属板を溶接
によって複数枚接合して、外壁及び内壁を組み立てる作業は非常に手間がかかる。また、
ロックウールの断熱性はそれほど高いものではないことから、保温箱としての断熱性能は
低く、外部への放熱量、即ち、熱エネルギーの損失が大きくなっていた。また、箱体１０
１の内壁１０１ａと外壁１０１ｂの間にロックウール等の不定形の断熱材１０３を充填す
る際に、内壁１０１ａの裏側や外壁１０１ｂ内の隅部など、手が届きにくい部分に断熱材
１０３を充填することが難しい。従って、作業者の熟練度によっては、断熱材１０３の充
填密度が不均一になる虞がある。
【０００７】
　なお、従来から広く用いられているロックウール等の断熱材は、不定形で全く剛性がな
いため、内壁１０１ａ及び外壁１０１ｂを構成する金属板によって、保温箱の剛性を確保
する必要がある。しかし、剛性を上げるために金属板の厚みを厚くすると、保温箱が重く
なって保全等の作業性が低下する。また、金属板を厚くする代わりに、内壁１０１ａと外
壁１０１ｂとの間に補強リブを設けて保温箱の剛性を高める場合は、補強リブを介して、
内部の熱が内壁１０１ａから外壁１０１ｂへ伝わるため、保温性が低下する。
【０００８】
　本発明の目的は、組立が容易な保温箱を提供することである。また、本発明の別の目的
は、断熱性が高く、且つ、断熱性が均一化された、保温箱を提供することである。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００９】
　第１の発明の糸加熱ローラの保温箱は、糸を加熱する糸加熱ローラを収容する保温箱で
あって、保温箱を構成する複数の箱壁部が、それぞれ、断熱板と、この断熱板に積層され
た金属製の補強板とを有することを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明によれば、保温箱の箱壁部が、金属製の補強板に、断熱板が積層された構造を有
する。それ故、断熱板を補強板に積層することで各箱壁部を簡単に形成できる。補強板に
断熱板を積層させて複数の箱壁部をそれぞれ先に形成してから接合してもよいし、予め複
数の補強板を接合してからそれぞれの補強板に断熱板を積層させてもよいが、何れにして
も、保温箱の組立が非常に容易である。また、例えば発泡樹脂等からなる断熱板の断熱性
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は、一般に、ロックウールなどと比べると数倍高い。従って、各箱壁部の断熱性が高くな
り、ひいては、保温箱全体の断熱性能も向上する。さらに、断熱板の取付作業は、所定サ
イズの断熱板を補強板に積層するだけで完了し、不慣れな作業者が作業を行う場合でも、
保温箱の断熱性が不均一になりにくい。
【００１１】
　第２の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第１の発明において、各箱壁部において、
前記金属製の補強板は、前記断熱板の、保温箱の内側を向く内面、又は、保温箱の外側を
向く外面の、何れか一方の面にのみ積層されていることを特徴とするものである。
【００１２】
　上述した、図８に示すような従来の保温箱では、箱体１０１の内壁１０１ａと、外気に
接する外壁１０１ｂとが、枠体１０１ｃや図示しない補強リブ等、熱伝導率が高い金属材
料でつながっている。保温箱の扉についても同様である。このような構成であるが故に、
熱伝導により内部の熱が外壁１０１ｂに伝わり、外気中に熱エネルギーが放出されている
。また、外壁１０１ｂの温度が高くなるという問題もあった。
【００１３】
　この点、本発明では、熱伝導率が高い金属の補強板が、断熱板の内面または外面の何れ
か一方にしか積層されていないことから、補強板を伝わって内部の熱が外部へ逃げる熱量
を抑制することができる。即ち、断熱板の外面にしか補強板がない場合は、保温箱内部の
高温の空気が金属の補強板には直接触れず、断熱板を介してのみ外面の補強板に熱が伝わ
るので、外面の補強板が高温になることがなく、外面から放出される熱エネルギーの量が
抑制される。また、断熱板の内面にしか補強板がない場合は、保温箱内部の高温の空気で
内面の補強板は高温になるものの、断熱板で熱伝導が抑えられる。従って、保温箱の外面
に伝わる熱エネルギーが抑えられ、外面から放出される熱エネルギーの量も抑制される。
【００１４】
　上記第１又は第２の発明において、前記断熱板は、発泡樹脂からなることが好ましい（
第３の発明）。この場合は、保温箱の断熱性能が高いものとなる。
【００１５】
　第４の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第１～第３の何れかの発明において、前記
補強板の縁部に、この縁部から前記補強板と直交する方向に延びる金属製の側板が設けら
れていることを特徴とするものである。
【００１６】
　補強板の縁部に、金属製の側板が設けられることにより、箱壁部の曲げ剛性が高くなり
、保温箱全体の剛性も向上する。あるいは、補強板の厚みを薄くして、保温箱を軽量化す
ることも可能となる。
【００１７】
　第５の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第４の発明において、前記補強板と前記側
板とが一体成形されていることを特徴とするものである。
【００１８】
　補強板と側板を溶接等で接合する作業が不要であることから、箱壁部の形成が簡単にな
る。
【００１９】
　第６の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第４又は第５の発明において、前記側板は
、前記補強板から前記断熱板の積層側に延びていることを特徴とするものである。
【００２０】
　本発明によれば、補強板に積層された断熱板の側面が側板で覆われることになり、断熱
板の側面が側板によって保護される。
【００２１】
　第７の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第６の発明において、前記補強板の縁部の
、少なくとも、前記補強板の面方向に平行な方向において互いに反対側に位置する２つの
部分に、前記側板が設けられ、前記断熱板は、前記側板に挟まれた空間に収納されて、前
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記補強板に積層されていることを特徴とするものである。
【００２２】
　補強板の縁部の、面方向と平行な方向において反対側に位置する２つの部分に側板がそ
れぞれ設けられているため、箱壁部の剛性がさらに高くなる。また、側板によって挟まれ
た空間に断熱板を嵌め込むように収納するだけでよく、断熱板の取付が簡単である。また
、側板によって断熱板の補強板に対する位置ズレが規制される。
【００２３】
　第８の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第７の発明において、前記補強板の前記縁
部の全周にわたって、前記側板が連続して設けられて、前記補強板と前記側板により金属
箱体が形成され、前記断熱板は、前記金属箱体内の空間に収納されて、前記補強板に積層
されていることを特徴とするものである。
【００２４】
　補強板の縁部の全周にわたって側板が連続して設けられていることから、金属箱体の剛
性は高く、それゆえ、箱壁部の剛性もかなり高くなる。また、断熱板の側面全周が側板に
よって覆われるため、断熱板の側面が確実に保護される。また、側板によって断熱板の補
強板に対する位置ズレが確実に規制される。
【００２５】
　第９の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第１～第８の何れかの発明において、前記
複数の箱壁部のうちの少なくとも１つにおいて、その補強板の前記断熱板とは反対側の面
が保温箱の内側を向き、前記保温箱の内面を構成していることを特徴とするものである。
【００２６】
　金属製の補強板は、断熱板と比べて表面硬度が高い。従って、補強板の断熱板とは反対
側の面が保温箱の内面を構成していると、糸切れによって加熱ローラに巻き付いた糸が保
温箱の内面を叩いたり、糸掛けの際に作業者がサクションガンを保温箱の内面にぶつけた
りしても、内面が傷つきにくい。また、金属製の補強板の表面は平滑であるため、油剤や
糸屑等の塵、あるいは、汚れが保温箱の内面に付着しても、清掃が容易である。
【００２７】
　第１０の発明の糸加熱ローラの保温箱は、前記第１～第９の何れかの発明において、前
記断熱板の前記補強板とは反対側の面に、断熱補強板が積層されていることを特徴とする
ものである。
【００２８】
　この構成では、断熱板の補強板と反対側の面が断熱補強板によって保護される。また、
断熱補強板が設けられることによって、剛性の高い補強板と断熱補強板で比較的剛性の低
い断熱板を挟み込む、いわゆるサンドイッチ構造となるため、全体の剛性を上げることが
できる。尚、断熱補強板は、板状の部材によって構成されてもよいし、液状樹脂が塗布さ
れた後に硬化した、剛性を有する層であってもよく、その形態は特に限定されない。
【００２９】
　第１１の発明の糸加熱ローラの保温箱の製造方法は、糸を加熱する糸加熱ローラを収容
する保温箱の製造方法であって、複数の補強板を接合する組立工程と、前記複数の補強板
に断熱板をそれぞれ積層させて、保温箱を構成する複数の箱壁部をそれぞれ形成する箱壁
部形成工程と、を備えていることを特徴とするものである。
【００３０】
　本発明では、複数の金属製の補強板を接合して箱体を組み立てる。また、箱壁部の形成
工程では、複数の補強板に断熱板をそれぞれ積層して複数の箱壁部を形成することにより
、高い断熱性能の箱壁部を形成することができる。また、断熱板を補強板に積層するだけ
で、作業が完了する。そのため、不慣れな作業者が作業を行った場合でも、保温箱の断熱
性が不均一になりにくい。尚、組立工程と箱壁部形成工程（断熱板の積層）の順番は特に
限定されず、何れの工程を先に行ってもよい。
【００３１】
　第１２の発明の糸加熱ローラの保温箱の製造方法は、前記第１１の発明において、前記
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補強板と直交する方向に延びる側板を、前記補強板の縁部の全周にわたって連続的に設け
て、前記補強板と前記側板からなる金属箱体を形成する、金属箱体形成工程をさらに備え
、前記組立工程において、複数の前記金属箱体を接合することを特徴とするものである。
【００３２】
　補強板の縁部の全周にわたって側板が連続して設けられていることから、金属箱体の剛
性は高く、それゆえ、箱壁部の剛性もかなり高くなる。
【００３３】
　第１３の発明の糸加熱ローラの保温箱の製造方法は、前記第１２の発明において、前記
箱壁部形成工程において、前記断熱板を、前記金属箱体内の空間に収納して前記補強板に
積層することを特徴とするものである。
【００３４】
　補強板と側板により形成された金属箱体内に、断熱板を嵌め込むように収納するだけで
断熱板の取付が完了するため、作業が非常に簡単となる。また、補強板の縁部の全周にわ
たって側板が連続して設けられていることから、この側板によって断熱板の補強板に対す
る位置ズレが確実に規制される。さらに、断熱板の側面全周が側板によって覆われるため
、断熱板の側面が確実に保護される。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本実施形態に係る紡糸巻取機の概略構成を示す正面図である。
【図２】保温箱の斜視図である。
【図３】保温箱の１つの箱壁部の分解斜視図である。
【図４】扉部を閉じた状態における保温箱の縦断面図である。
【図５】別形状の扉部を有する保温箱の縦断面図である。
【図６】変更形態に係る箱壁部の斜視図である。
【図７】別の変更形態に係る保温箱の斜視図である。
【図８】従来の保温箱の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　次に、本発明の実施の形態について説明する。図１は、本実施形態に係る紡糸巻取機の
概略構成を示す正面図である。図１に示すように、紡糸巻取機１は、紡糸延伸装置３と糸
巻取装置４とを備えている。
【００３９】
　紡糸延伸装置３は、上方にある紡糸装置２から、ポリエステル等の溶融繊維材料を連続
的に紡出することによって生成された、複数の糸Ｙを延伸するものである。紡糸延伸装置
３は、油剤ガイド１０と、５つのゴデットローラ１１～１５（本発明における糸加熱ロー
ラ）等を備えている。油剤ガイド１０は、紡糸装置２から紡出された複数の糸Ｙにそれぞ
れ油剤を付与するものである。
【００４０】
　５つのゴデットローラ１１～１５は、図示しないモータによってそれぞれ回転駆動され
る。また、５つのゴデットローラ１１～１５は、それぞれ、内部にヒータを有する加熱ロ
ーラであり、直方体形状の保温箱１６内に収容されている。保温箱１６の右側壁部には、
複数の糸Ｙを保温箱１６内に導入するための糸導入口１６ａと、複数の糸Ｙを保温箱１６
内から外部へ導出するための糸導出口１６ｂとが形成されている。尚、保温箱１６の詳細
構成については後で説明する。
【００４１】
　油剤ガイド１０において油剤が付与された複数の糸Ｙは、案内ローラ１７を経て、糸導
入口１６ａから保温箱１６内へ案内される。保温箱１６内に導入された複数の糸Ｙは、５
つのゴデットローラ１１～１５に対して、下側のゴデットローラ１１から順に巻掛けられ
ている。
【００４２】
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　下側３つのゴデットローラ１１～１３は、複数の糸Ｙを延伸する前に予熱するための加
熱ローラであり、それらの加熱温度（ローラ表面温度）は、糸Ｙのガラス転移点以上の温
度（例えば、８０℃）に設定されている。一方、上側２つのゴデットローラ１４，１５は
、延伸された複数の糸Ｙを熱セットするための加熱ローラであり、それらの加熱温度は、
下側３つのゴデットローラ１１～１３の加熱温度よりも高い温度（例えば、１２０℃）に
設定されている。また、上側２つのゴデットローラ１４，１５の糸Ｙ送り速度は、下側３
つのゴデットローラ１１～１３よりも速くなっている。
【００４３】
　保温箱１６内に導入された複数の糸Ｙは、まず、下側３つのゴデットローラ１１～１３
によって送られる間に延伸可能な温度まで予熱される、次に、予熱された複数の糸Ｙは、
２つのゴデットローラ１３，１４の間の糸送り速度差によって延伸される。さらに、複数
の糸Ｙは、上側２つのゴデットローラ１４，１５によって送られる間により高温に加熱さ
れて、延伸された状態が熱セットされる。上記のようにして延伸された複数の糸Ｙは、糸
導出口１６ｂから保温箱１６外に導出され、さらに、案内ローラ１８によって糸巻取装置
４に送られる。
【００４４】
　糸巻取装置４は、紡糸延伸装置３の下方に配置されている。この糸巻取装置４は、ボビ
ンホルダ２０と、コンタクトローラ２１等を備えている。ボビンホルダ２０は、図１の紙
面垂直方向に延びる長尺な形状を有し、図示しないモータによって回転駆動される。この
ボビンホルダ２０には、その軸方向に沿って複数のボビン２２が並べて装着される。糸巻
取装置４は、ボビンホルダ２０を回転させることによって、複数のボビン２２に複数の糸
Ｙを同時に巻取り、複数の巻取パッケージ２３を形成する。コンタクトローラ２１は、複
数の巻取パッケージ２３の表面に接触して所定の接圧を付与し、巻取パッケージ２３の形
状を整える。
【００４５】
　次に、５つのゴデットローラ１１～１５を収容する保温箱１６について詳細に説明する
。図２は、保温箱の斜視図である。図３は、保温箱の１つの箱壁部の分解斜視図である。
図４は、扉部を閉じた状態における保温箱の縦断面図である。尚、図２に示すように、保
温箱１６の前後、左右、及び、上下の各方向を定義し、以下、適宜これらの方向語を用い
て説明する。
【００４６】
　図２～図４に示すように、保温箱１６は、６つの箱壁部３０が連結されることによって
、直方体形状に形成されている。６つの箱壁部３０は、上壁部３０ａ、下壁部３０ｂ、左
側壁部３０ｃ、右側壁部３０ｄ、後壁部３０ｅと、左側壁部３０ｃの前端部にヒンジ等に
よって回動自在に取り付けられた扉部３０ｆである。右側壁部３０ｄの下端部及び上端部
には、それぞれ糸導入口１６ａ及び糸導出口１６ｂとなる、２つの切り欠きが形成されて
いる。
【００４７】
　図３に示すように、６つの箱壁部３０は、それぞれ、金属箱体３１と、断熱板３２と、
断熱補強板３３とを有するパネルである。金属箱体３１は、ステンレス鋼等の金属板から
形成された、内部に断熱板３２を収容可能な矩形箱状の構造体である。金属箱体３１は、
プレス加工によって一体成形された補強板３４と側板３５とを有する。より詳細には、金
属箱体３１の底部となる、矩形状の補強板３４の縁部に、その面方向と直交する方向で、
且つ、断熱板３２が積層される側（図３の上側）に延びる側板３５が設けられている。こ
の側板３５は、補強板３４の縁部の全周にわたって連続的に形成されている。
【００４８】
　断熱板３２は、金属よりも熱伝導率の低い材料で形成されている。本実施形態では、具
体的には、発泡樹脂（合成樹脂発泡体）で形成されている。保温箱１６内に収容されるゴ
デットローラ１１～１５の加熱温度が、例えば、８０～１２０℃の温度に設定されること
から、保温箱１６を構成する断熱板３２には、その設定温度以上の耐熱性が要求されるが
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、耐熱性が満たない場合は補強板３４と側板３５の、断熱板３２と接触する面に断熱塗料
が塗布されてもよい。また、保温箱１６から外部への放熱を抑えるために、当然ながら、
断熱板３２の断熱性もできるだけ高いことが好ましい。
【００４９】
　このような断熱板３２に好適に使用できる発泡樹脂としては、耐熱性の面から熱硬化性
樹脂の発泡材料が望ましく、例えば、発泡フェノール樹脂（フェノールフォーム）を挙げ
ることができる。従来の保温箱で使用されているロックウールの熱伝達率が０．０５Ｗ／
（ｍ・Ｋ）に対し、上記発泡フェノール樹脂（ＪＩＳ　Ａ　９５１１フェノールフォーム
）の熱伝達率は０．０２２Ｗ／（ｍ・Ｋ）である。また、コスト面から、上記フェノール
フォームに替えて、これよりも断熱性能に劣る材料を使用してもよい。その他に使用可能
な材料としては、繊維系断熱材である、密度１６ｋｇ／ｍ３以上のグラスウールボード（
熱伝達率０．０４５Ｗ／（ｍ・Ｋ））、炭化コルクボード（同０．０４１Ｗ／（ｍ・Ｋ）
）、樹脂断熱材である、エポキシ樹脂（同０．１９Ｗ／（ｍ・Ｋ））、ベークライト（同
０．２１Ｗ／（ｍ・Ｋ））、真空断熱材（同０．００５２Ｗ／（ｍ・Ｋ））等を挙げるこ
とができる。断熱板３２は、予め、金属箱体３１の補強板３４とほぼ同じ大きさにカット
された上で、金属箱体３１内に嵌め込まれるように収納され、補強板３４に積層されてい
る。また、補強板３４の縁部全周に設けられた側板３５によって、断熱板３２の補強板３
４に対する位置ズレが規制される。尚、位置ズレを確実に防止するために、断熱板３２が
、金属箱体３１に収容された状態で、金属箱体３１に接着剤等で固定されてもよい。
【００５０】
　断熱補強板３３は、断熱板３２の表面（補強板３４と反対側の面）に、断熱板３２の表
面全域を覆うように積層されている。断熱補強板３３は、断熱板３２を保護する目的から
、断熱板３２に比べ断熱性は多少劣っても、剛性や強度が高い材料で形成される。一方で
、保温性の目的から、金属箱体３１の補強板３４よりは断熱性に優れた材料で形成される
。例えば、フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂で形成される。図３に示すように、断熱板３
２と断熱補強板３３の間には、さらに、シリコン等の液状のコーティング剤を塗布するこ
とにより、被覆層３６が形成されてもよい。被覆層３６のコーティング剤が、金属箱体３
１、断熱板３２、及び、断熱補強板３３の間に存在する隙間に染み渡ることで、それらの
隙間が塞がれ、外部からの油剤や異物の浸入を防ぎ、断熱板３２の変質を防ぐことができ
る。
【００５１】
　図２、図４に示すように、扉部３０ｆを除く５つの箱壁部３０ａ～３０ｅは、金属箱体
３１の補強板３４の、断熱板３２と反対側の面が、保温箱１６の内側に向くように連結さ
れている。これにより、５つの箱壁部３０ａ～３０ｅにおいては、補強板３４の断熱板３
２と反対側の面が、保温箱１６の内面をそれぞれ構成しており、断熱板３２が補強板３４
よりも外側に位置している。この構成により、５つの箱壁部３０ａ～３０ｅの外面の温度
はそれほど高くならない。
【００５２】
　一方、扉部３０ｆについては、金属箱体３１の補強板３４は断熱板３２よりも外側に位
置しており、補強板３４の断熱板３２と反対側の面は、保温箱１６の内側に向いていない
。扉部３０ｆのみ上記の配置となっている理由は、次の通りである。扉部３０ｆの外面に
は、取っ手３７等の構造物が取り付けられるが、このような構造物を支えることのできる
のに十分な剛性を、扉部３０ｆの外面側に確保するためである。即ち、図４に示すように
、取っ手３７を、断熱板３２よりも外側に配置された、剛性の高い補強板３４にボルト等
で簡単に取り付けることができるようになる。
【００５３】
　尚、取っ手３７は扉部３０ｆの側面に取り付けられてもよい。その場合は、図４におい
て、金属箱体３１の補強板３４が保温箱１６の内側を向いた構成であっても構わない。し
かし、特に、以下のような構成では、取っ手３７を扉部３０ｆの前面に取り付ける場合で
も側面に取り付ける場合でも、金属箱体３１の補強板３４は、保温箱１６の外側を向いて
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いる必要がある。図５は、別形状の扉部を有する保温箱の縦断面図である。図５の構成で
は、糸掛けの作業性を向上させる目的で、ゴデットローラ１１～１５（図５には、３つの
ローラ１１，１３，１５のみ図示）の先端部が、上壁部３０ａ、下壁部３０ｂ、左側壁部
３０ｃ、右側壁部３０ｄの前面から突出している。この場合、扉部３０ｆの内側に、ゴデ
ットローラ１１～１５の先端部との干渉を避けるための空間を確保する必要がある。そこ
で、扉部３０ｆは、Ｕ字状の断面形状を有するものとなっている。このような扉部３０ｆ
では、その前面又は側面に取っ手３７を取り付けるためには、金属箱体３１の補強板３４
は断熱板３２よりも外側に位置している必要がある。
【００５４】
　また、金属製の補強板３４は断熱板３２があることで、火傷を負うほどの高温にはなら
ないが、扉部３０ｆにおいてこの補強板３４が外側に露出していると、オペレータが扉部
３０ｆを開閉操作する際に、常温よりも高い温度の補強板３４に直接手が触れてしまう虞
がある。そこで、図４、図５に示すように、扉部３０ｆにおいては、金属箱体３１の外面
にも、断熱層３８が積層されている。尚、この断熱層３８は、断熱板３２に積層される断
熱補強板３３と材質等が同じものであってもよいし、異なるものであってもよい。また、
扉部３０ｆについては、保温箱１６の内側に断熱板３２が露出する。そこで、糸屑や切れ
た走行糸による断熱板３２の破損を防ぐために、図示しない保護板が、断熱板３２の、保
温箱１６の内側の面に積層されていてもよい。
【００５５】
　図４に示すように、保温箱１６は、後壁部３０ｅにおいて、紡糸延伸装置３の各構成部
を支持する機台４０に取り付けられている。具体的には、後壁部３０ｅの補強板３４と機
台４０との間に樹脂製のスペーサ４２を介在させ、複数のボルト４１を通すことによって
、保温箱１６が機台に固定されている。尚、保温箱１６からボルト４１を介しての外部放
熱を極力抑えるために、ボルト４１は、金属製のものではなく、樹脂製のものであること
が好ましい。
【００５６】
　次に、上記の保温箱１６の製造方法について説明する。保温箱１６の製造工程は、大別
すると、６つの金属箱体３１をそれぞれ形成する工程（金属箱体形成工程）と、６つの金
属箱体３１を接合する工程（組立工程）と、６つの金属箱体３１へ断熱板３２等を積層さ
せて箱壁部３０を形成する工程（箱壁部形成工程）とを備える。
【００５７】
　尚、これらの工程の順番としては、以下の２通りが考えられるが、何れの方法も実施可
能である。作業性等を考慮して適宜選択すればよい。
（１）金属箱体形成工程→組立工程（６つの金属箱体３１を接合）→箱壁部形成工程（金
属箱体３１に断熱板３２等を積層）
（２）金属箱体形成工程→箱壁部形成工程→組立工程
【００５８】
（金属箱体形成工程）
　まず、１枚の金属板にプレス加工を施して、補強板３４と側板３５とを一体成形し、金
属箱体３１を作製する。この要領で６つの金属箱体３１をそれぞれ形成する。
【００５９】
（組立工程）
　組立工程では６つの金属箱体３１を接合する。接合方法は、６つの金属箱体３１同士を
溶接によって接合してもよいが、ボルト等の連結具によって接合してもよい。ここで、図
４に示すように、６つの箱壁部３０のうちの扉部３０ｆを除く５つの箱壁部３０ａ～３０
ｅに対応する金属箱体３１については、それらの補強板３４の断熱板３２と反対側の面が
、保温箱１６の内側を向くような姿勢にして連結する。一方、扉部３０ｆについては、閉
じた状態で、補強板３４が断熱板３２よりも外側に位置するような姿勢で、左側壁部３０
ｃに対応する金属箱体３１にヒンジ等で回転自在に接合する。
【００６０】
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（箱壁部形成工程）
　予め、補強板３４とほぼ同じ平面積となる大きさにカットされた断熱板３２を、金属箱
体３１内に嵌め込むようにして収納し、補強板３４に積層接着させる。次に、断熱板３２
の上にシリコン等のコーティング剤を塗布して被覆層３６を形成する。最後に、被覆層３
６の表面（補強板３４と反対側の面）にフェノール樹脂等からなる断熱補強板３３を積層
する。断熱補強板３３の形成は、樹脂プレートを被覆層３６に積層させてもよいし、液状
の硬化性樹脂を被覆層３６の表面に塗布してから硬化させてもよい。以上の作業を繰り返
して６つの箱壁部３０をそれぞれ形成する。但し、扉部３０ｆについては、補強板３４の
、断熱板３２の積層側と反対側の面に断熱補強板３３を積層させるという作業を、特別に
行う。
【００６１】
　以上説明した本実施形態の保温箱１６によれば、次のような効果が得られる。
（１）６つの箱壁部３０のそれぞれが、発泡樹脂からなる断熱板３２と金属製の補強板３
４とが積層されてなるパネル構造を有する。それ故、断熱板３２を補強板３４に積層する
ことで箱壁部３０となる１つのパネルを簡単に形成できる。さらに、保温箱１６の骨格形
状が、６つの金属箱体３１を接合するだけで完成することから、保温箱１６の組立が非常
に容易である。また、発泡樹脂からなる断熱板３２の断熱性は、従来使用されていたロッ
クウールなどと比べると数倍高い。従って、各箱壁部３０の断熱性が高くなり、ひいては
、保温箱１６全体の断熱性能も向上する。さらに、所定サイズの断熱板３２を補強板３４
に積層するだけで断熱板３２の取付が完了するので、不慣れな作業者が作業を行う場合で
も、保温箱１６の断熱性が不均一になりにくい。
【００６２】
（２）６つの箱壁部３０のうち、箱壁部３０ａ～３０ｅでは、熱伝導率が高い金属の補強
板３４が、断熱板３２の内面にしか積層されていない。また、扉部３０ｆでは、金属の補
強板３４が、断熱板３２の外面にしか積層されていない。従って、６つの箱壁部３０のそ
れぞれにおいて、補強板３４を伝わって内部の熱が外部へ逃げる熱量を抑制することがで
きる。即ち、断熱板３２の外面にしか補強板３４がない場合は、保温箱１６の内部の高温
の空気が金属の補強板３４には直接触れず、断熱板３２を介してのみ外面の補強板３４に
熱が伝わるので、外面の補強板３４が高温になることがなく、外面から放出される熱エネ
ルギーの量が抑制される。また、断熱板３２の内面にしか補強板３４がない場合は、保温
箱１６の内部の高温の空気で内面の補強板３４は高温になるものの、断熱板３２で熱伝導
が抑えられる。従って、保温箱１６の外面に伝わる熱エネルギーが抑えられ、外面から放
出される熱エネルギーの量も抑制される。
【００６３】
（３）補強板３４の縁部に側板３５が設けられているため、箱壁部３０の曲げ剛性が高く
なる。特に、本実施形態では、側板３５が、補強板３４の縁部全周にわたって連続的に設
けられていることから、金属箱体３１の剛性は高く、それゆえ箱壁部３０の剛性もかなり
高くなる。このように箱壁部３０の剛性が高くなることで、保温箱１６全体の剛性も向上
する。あるいは、金属製の補強板３４（金属箱体３１）の厚みを薄くして、保温箱１６を
軽量化することも可能となる。また、側板３５は、補強板３４から断熱板３２の積層側に
延びているために、断熱板３２の側面が側板３５に覆われる。特に、補強板３４の縁部全
周に側板３５が設けられていることで、断熱板３２の側面全周が側板３５で覆われるため
、断熱板３２の側面が確実に保護される。
【００６４】
　また、断熱板３２を、金属箱体３１の側板３５内に断熱板３２を嵌め込むように収納す
るだけで、断熱板３２を簡単に取り付けることができる。また、側板３５によって断熱板
３２の補強板３４に対する位置ズレが確実に規制される。
【００６５】
　さらに、補強板３４と側板３５とが、プレス加工により一体成形されているため、補強
板３４と側板３５を溶接等で接合する作業が不要であり、箱壁部３０の形成がさらに簡単
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になる。
【００６６】
（４）断熱板３２の、補強板３４とは反対側の面に、断熱補強板３３が積層されているた
め、断熱板３２の補強板３４と反対側の面が断熱補強板３３によって保護される。また、
断熱補強板３３が設けられることによって、剛性の高い補強板３４と断熱補強板３３で比
較的剛性の低い断熱板３２を挟み込む、いわゆるサンドイッチ構造となるため、全体の剛
性を上げることができる。尚、断熱補強板３３は、板状の部材によって構成されてもよい
し、液状樹脂が塗布された後に硬化した、剛性を有する層であってもよく、その形態は特
に限定されない。
【００６７】
（５）本実施形態では、扉部３０ｆを除く５つの箱壁部３０ａ～３０ｅのそれぞれにおい
て、その補強板３４の断熱板３２とは反対側の面が保温箱１６の内側を向いて、保温箱１
６の内面を構成している。金属製の補強板３４は、発泡樹脂の断熱板３２や断熱補強板３
３と比べて表面硬度が高い。糸切れによってゴデットローラ１１～１５に巻き付いた糸Ｙ
が保温箱１６の内面を叩いたり、糸掛けの際に作業者がサクションガンを保温箱１６の内
面にぶつけたりしても、内面が傷つきにくい。また、金属製の補強板３４の表面は平滑で
あるため、糸Ｙから分離した油剤や糸屑等の塵、あるいは、汚れが保温箱１６の内面に付
着しても、清掃が容易である。尚、ゴデットローラ１１～１５の汚れが激しい場合は、ア
ルカリ性の洗浄液や大量の水で清掃されることがある。そのため、保温箱１６の内面は清
掃し易くかつ腐食し難いステンレス鋼板で構成されることが望ましい。
【００６８】
　次に、前記実施形態に種々の変更を加えた変更形態について説明する。但し、前記実施
形態と同様の構成を有するものについては、同じ符号を付して適宜その説明を省略する。
【００６９】
１］箱壁部３０の構成は、例えば、以下のように変更可能である。
　前記実施形態では、各箱壁部３０の補強板３４の縁部全周にわたって連続的に側板３５
が設けられていたが、図６（ａ）に示すように、補強板３４の縁部に沿って、複数の側板
３５が互いに間隔を空けて設けられていてもよい。
【００７０】
　また、補強板３４の縁部全周に側板３５が設けられていなくてもよい。この場合でも、
箱壁部３０の曲げ剛性を確保するためには、補強体３４の縁部の、補強板３４の面方向と
平行な方向において互いに反対側に位置する２つの部分に、側板３５がそれぞれ設けられ
ていることが好ましい。例えば、図６（ｂ）には、補強板３４の縁部のうちの短辺方向に
おいて互いに反対側に位置する２つの部分、即ち、補強板３４の２つの長辺部分に、２つ
の側板３５がそれぞれ設けられている。この形態においても、断熱板３２を、２つの側板
３５によって区切られた空間に断熱板３２を嵌め込むように収納するだけでその取付が完
了するため、断熱板３２の取付が簡単である。また、２つの側板３５によって断熱板３２
の補強板３４に対する、補強板３４の短辺方向における位置ズレが規制される。
【００７１】
　また、図２では、６つの箱壁部３０のうち、左側壁部３０ｃ、右側壁部３０ｄ、及び、
後壁部３０ｅの３つの箱壁部３０では、それぞれの一部の側部が、上壁部３０ａ及び下壁
部３０ｂに当接している。このような側部においては、断熱板３２が側板３５によって覆
われている必要はあまりない。つまり、図２のような保温箱１６であれば、特に、左側壁
部３０ｃ、右側壁部３０ｄ、及び、後壁部３０ｅの３つの箱壁部３０に、図６（ｂ）の構
成を好適に採用できる。
【００７２】
　また、図６（ｃ）に示すように、側板３５が、補強板３４から、断熱板３２の積層側と
は反対側に延びていてもよい。また、図６（ｄ）に示すように、補強板３４（金属箱体３
１）のねじれ剛性を高めるために、補強板３４の対角を結ぶようにリブ３９が設けられて
もよい。尚、図６（ｄ）では、金属箱体３１内の、２本のリブ３９によって仕切られた４
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つの空間に、４つの断熱板３２がそれぞれ収容されている。
【００７３】
　また、前記実施形態では、１枚の金属板にプレス加工を施すことによって、補強板３４
と側板３５とが一体形成される例が開示されているが、１枚の金属板を折り曲げ、必要に
応じて四隅に溶接を施すことで補強板３４と側板３５を形成してもよい。または、補強板
３４に、この補強板３４とは別の板である、側板３５をボルトや溶接等で接合してもよい
。
【００７４】
　また、図６（ｅ）に示すように、補強板３４の縁部に側板３５が設けられておらず、補
強板３４に断熱板３２が積層されているだけでもよい。尚、この場合は、断熱板３２が補
強板３４に対して位置ズレしないように、接着剤やボルト等によって断熱板３２を補強板
３４に固定しておくことが好ましい。
【００７５】
２］前記実施形態では、図３、図４に示すように、断熱板３２の補強板３４と反対側の面
に断熱補強板３３が積層されていたが、この断熱補強板３３が省略されてもよい。
【００７６】
３］前記実施形態では、扉部３０ｆを除く５つの箱壁部３０ａ～３０ｅについては、補強
板３４の断熱板３２とは反対側の面が保温箱１６の内側を向き、一方、扉部３０ｆについ
ては補強板３４が断熱板３２よりも外側に配置されている。これについて、各箱壁部３０
の姿勢（向き）をどのようにするかについては特に限定されない。例えば、扉部３０ｆも
含めた全ての箱壁部３０において、補強板３４が内側を向くようにしてもよい。
【００７７】
　あるいは、扉部３０ｆ以外の箱壁部３０においても、補強板３４が断熱板３２よりも外
側に配置されてもよい。特に、ある箱壁部３０において、何らかの構造体が取り付けられ
る場合は、この箱壁部３０については、断熱板３２の外側に付帯部品の取り付け強度を保
つため、また、選定によっては、柔らかい発泡樹脂製の断熱板３２が外側に露出しないよ
うに、補強板３４が断熱板３２よりも外側に位置していることが好ましい。

                                                                                
【００７８】
４］保温箱１６内に収容される、加熱ローラの構成については特に限定されるものではな
い。例えば、前記特許文献１に開示されているような加熱ローラの構成であってもよい。
即ち、図７に示すように、保温箱４６内には、内部ヒータ４２を有する加熱ローラである
ゴデットローラ４３と、非加熱ローラであるセパレートローラ４４が収容されている。保
温箱４６の糸導入口４６ａから導入された複数の糸Ｙは、ゴデットローラ４３とセパレー
トローラ４４の間に複数回巻き付けられる。ゴデットローラ４３との接触によって加熱さ
れた複数の糸Ｙは、保温箱４６の糸導出口４６ｂから下流側へ送られる。
【００７９】
５］前記実施形態では、保温箱１６を構成する６つの箱壁部３０の全てが、金属製の補強
板３４と側板３５からなる金属箱体３１と、発泡樹脂からなる断熱板３２とを有する構造
であった。これに対して、６つの箱壁部３０のうちの一部が、上記とは異なる構造を有す
るものであってもよい。例えば、６つの箱壁部３０のうち、扉部３０ｆを除く５つの箱壁
部３０ａ～３０ｆは、補強板３４と断熱板３２の積層構造とし、一方、保温機能以外の異
なる機能（例えば、オペレータの操作性）も要求される扉部３０ｆについては、軽量化等
を重視して異なる構造を採用してもよい。
【符号の説明】
【００８０】
１　紡糸巻取機
１１～１５　ゴデットローラ
１６　保温箱
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３０　箱壁部
３１　金属箱体
３２　断熱板
３３　断熱補強板
３４　補強板
３５　側板
４３　ゴデットローラ
４６　保温箱

【図１】 【図２】
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